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複合・複雑化した支援ニーズへの包括的な支援等により、
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確認すべき主な事項（事前分析表）

背景・課題について

１
施策目標の実現に向けて、どのような課題があるかを過不足なく記載できているか。

（注１） 課題の分析に漏れがあると、その後に続く、達成目標の設定が不十分となる可能性あり。

達成目標について

２ 課題に対応した達成目標を設定できているか。

３
施策目標の実現に向け、適切にブレイクダウンできているか、抽象的なものとなっていないか。

（注２） 達成目標に含まれる内容が多すぎる場合は、適宜分割をすることも要検討。

測定指標、参考指標について

４ 達成目標の進捗度合いを測定する指標として、合理的な指標が設定されているか（達成目標と測定指標の関係性は明確か）。

５

測定指標はアウトプットとアウトカムの双方が設定されているか。

（注３） 最終的なアウトカムだけでなく、アウトプットと直接的な関係性のある短期的なアウトカムや、最終的なアウトカムを実現するための中
期的なアウトカムを設定することが望ましい。

６ 測定指標のうち「主要な指標」とそれ以外の指標が区分されているか。また、「主要な指標」とする理由は明確で、適切に選定されているか。

７ 当該年度の目標値が記載されているか。

８ 目標値は過年度実績や最終目標年度の目標値を踏まえ、適切な水準に設定されているか。

９ 目標値を設定することは困難だが、実績値を経年的に把握することで、評価の参考となる情報について、参考指標として設定されているか。

達成手段について

１０ 測定指標と関連する達成手段数が０となっていないか。

１１ 達成目標と関連する達成手段が多数になっているなど、達成目標と達成手段との関係が複雑な構造となっていないか。 （注２）参照
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現状（背景）

１. 包括的な支援体制の整備

課 題 １

課 題 ３

達成目標１

国等において助言等その他の援助を適切に
行うことにより、市町村において包括的な支
援体制を適正かつ円滑に整備する。

達成目標３

各地域において、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中
核機関の整備や地域連携ネットワークづくりの推進、総合的
な権利擁護支援策の充実、意思決定支援の浸透など更なる
制度の運用改善等に向けた取組を行う。

【測定指標】太字・下線が主要な指標

・ 高齢化や人口減少が進行する中、地域
共生社会の実現に向け、R３年度より新た
に重層的支援体制整備事業を開始すると
ともに、重層的支援体制整備事業への移
行準備の支援を行う事業等の実施により、
市町村の包括的な支援体制の整備を推進。

１ 重層的支援体制整備事業の実施自治
体数(アウトプット)

２ 重層的支援体制整備事業のプラン策定
件数（アウトカム）

３ 重層的支援体制構築推進人材養成事
業における研修の参加自治体数（アウトプット）

・ 市町村において包括的な支援体制の整
備が進むよう、引き続き、その整備推進の
ために必要な助言、情報の提供その他の
援助を行う必要がある。 

・ 今後、認知症高齢者や単独世帯の高齢者の増加が見込
まれる中、全国どの地域においても必要な人が成年後見
制度を利用できる体制の整備を推進する必要がある。

３．成年後見制度の利用促進、権利擁護支援の推進

・ 第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、全
市町村において権利擁護支援の地域連携ネットワークが
構築されることを目指しているが、令和6年4月1日時点に
おける中核機関の整備は68.2％、市町村計画の策定は
78.0％であり、人口規模が1万人未満の自治体では中核
機関の整備は55.0％、市町村計画の策定は61.6％と、人
口規模が小さいほど取組が進んでいない状況。

・ 広義のひきこもり状態にある方は、50人に一人との
調査結果がでており、従来の調査結果と比べて増加
し、社会的孤立の拡大が懸念。
・ ひきこもり地域支援センター等への相談は、件数・実
人数ともに増加傾向。相談者の年齢は10代から50代
以上まで幅広く分布。
・ 自治体におけるひきこもり支援窓口の明確化や、ひ
きこもり支援推進事業の拡充等により、ひきこもり状
態にある本人やその家族への支援に携わる職員は急
激に増加。当該職員の中には、手探りで支援に取り組
み、困難な対応等により疲弊する状況に陥る例もある。

２. ひきこもり支援の推進

課 題 ２

・ ひきこもりに至った背景については様々な社会的要因
によるものであり、その背景や置かれた状況が様々で
あることから、ひきこもりは社会全体の課題として捉える
とともに、一人ひとりの気持ちに寄り添った支援が可能
となるよう、支援体制を充実させていく必要がある。

達成目標２

ひきこもり状態にある方やその家族を孤立させず、相
談しやすい環境づくりを促進するため、ひきこもり地
域支援センター等の設置の推進など支援体制を充実
する。

４ ひきこもり地域支援センター及びひきこもり支援ス
テーション事業の実施自治体数（アウトプット）

５ ひきこもり地域支援センター等による居場所の設置
数（アウトプット）

６ ひきこもり地域支援センター等によるひきこもり支援
従事者養成研修の実施数（アウトプット）

７ ひきこもりサポーターの活動件数（アウトカム）

８ 中核機関を整備した市町村数（アウトプット）

９ 意思決定支援研修を実施している都道府県の数（アウトプット）

10 コーディネート機能の強化に取り組む中核機関の数の増加
（アウトカム）

11 協議会を設置した都道府県数（アウトプット）
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参考） 重層的支援体制整備事業の実施市町村数

：R３年度：42市町村→R７年度：473市町村（予定）

基本目標Ⅶ： ナショナル・ミニマムを保障し、社会変化に対応した福祉サービスを提供するとともに、自立した生活の実現や安心の確保等を図ること
施策大目標１： 地域住民の様々なニーズに対して、地域の関係機関が連携して、必要な福祉サービスや支援を包括的に提供しつつ、

 地域の多様な主体の参加・協働を促し、地域共生社会を実現すること
施策目標３： ひきこもり支援、権利擁護支援、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズへの包括的 な支援等により、

地域の多様な主体が連携して地域の課題に取り組む体制を整備すること

【概要】令和７年度事前分析表（案）（施策目標Ⅶ-１-３）

【参考】12 成年後見制度利用者数、認知症高齢者数、
知的障害者（在宅者）数、精神障害者（外来患者）数

※ 現在、地域共生社会の実現に向け、改めてその概念を整理するとともに、包
括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業等の今後の方向性や、身
寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応について、検討することを目的
として、R６年６月から「地域共生社会の在り方検討会議」を実施している（R７
年夏目途に検討会議中間とりまとめ予定）。

・ 重層的支援体制整備事業未実施市町村
に対する調査では約４割が「何らかの取組
が必要とは考えているが、現時点で具体
的な検討を行って いない」と回答（R5年度）。



地域共生社会の実現に向けて

現状 ○ 高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場といった、人々の生活領域における支え合いの基盤も弱まっている。
○ 加えて、多くの地域では、社会経済の担い手も減少しており、地域社会そのものの存続も危ぶまれている。

目指す
べき社会

・ 生活における人と人とのつながりを再構築し、誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支えたり、支えられたりする関係が循環する地域社会
・ 社会・経済活動の基盤として、人と資源が循環し、地域での生活を構成する幅広い関係者による参加と協働により、持続的発展が期待
できる地域社会

の２つの視点からなる、「地域共生社会」の実現を目指す。
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地域共生社会の実現に向けた取組
（包括的な支援体制の整備、重層的支援体制整備事業）

地域共生社会の実現（第4条第1項）

地域福祉の推進
（第4条第2項）

地域生活課題の把握、連携

による解決に向けた取り組み
（第4条第3項）

包括的な支援体制の整備
（第106条の3）

重層的支援体制整備事業
（第106条の４）
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包括的な支援体制の整備の手法

の一つとして、市町村において

相談支援、参加支援、地域づく

りを一体的に実施する事業

（任意事業：全国346箇所）

市町村に地域の特性を踏まえた、

包括的な支援体制（※）の整備に

努めることを義務づけ

（※）地域で支え合う関係性の構築や支援

関係機関同士が有機的な連携を行うことが

できる環境整備等

地域福祉の推進は、地域住民が相

互に人格と個性を尊重し合いなが

ら、参加し、共生する地域社会の

実現を目指して行われなければな

らない。



包括的な支援体制の整備に関する規定①（社会福祉法抜粋）

（地域福祉の推進）
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を

目指して行われなければならない。
２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」と

いう。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、
社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければ
ならない。

３ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、
介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若し
くは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民
の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加
する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資す
る支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するもの
とする。

（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）
第六条 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の

広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な
利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推
進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、
住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

３ 国及び都道府県は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体
制整備事業その他地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよ
う、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
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包括的な支援体制の整備に関する規定②（社会福祉法抜粋）

（包括的な支援体制の整備）
第百六条の三 市町村は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲

げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のため
の相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努める
ものとする。
一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図る

ことができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要
な環境の整備に関する施策

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、
必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、
地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体
制の整備に関する施策

２ 厚生労働大臣は、次条第二項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

（重層的支援体制整備事業）
第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる

施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
（略）
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○ 重層的支援体制整備事業未実施市町村における、包括的な支援体制の整備に向けた考え方をみると、「重層的支援体制整備
事業を実施する方向で具体的な検討を行っている」が26.5％である一方で、「重層的支援体制整備事業以外の方法で整備でき
るよう、具体的な検討を行っている」「現在行っている取組で十分整備できていると考えており、新しい検討は行っていな
い」と回答している約２割の市町村にあっては、重層的支援体制整備事業以外の方法で包括的な支援体制の整備を行うことと
していると想定される。

○ 他方、重層事業未実施市町村の約４割の市町村が「何らかの取組が必要とは考えているが、現時点で具体的な検討を行って
いない」と回答しており、市町村単独では整備に向けての検討を開始できていないことが想定される。

包括的な支援体制の整備に向けた考え方

令和５年度「重層的支援体制整備事業に関する自治体アンケート調査」（厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室）（抜粋）

n＝283（単数回答）

26.5% 3.2% 44.5% 17.7%
1.1%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

重層的支援体制整備事業を実施する方向で具体的な検討を行っている

重層的支援体制整備事業以外の方法で整備できるよう、具体的な検討を行っている

何らかの取組が必要とは考えているが、現時点で具体的な検討は行っていない

現在行っている取組で十分整備できていると考えており、新しい検討は行っていない

市町村の努力義務として意識していない

その他

【現在行っている取組で十分包括的な支援体制を整備できていると考える理由 (重層的支援体制整備事業以外の手法により整備可能と考える理由)】

○ 相談を受けた所管で十分に聴き取りを行い、関係所管につないでいるため。
○ これまでも、必要に応じケース毎に関係部署・関係機関間で情報共有を行いながら、対応をしてきているため。
○ 民生委員や老人クラブ、及び包括支援センター等の団体の協力により見守り活動が行われており、相談事案等があれば随時情報共有し、庁内や医療機
関等を交えて対応する協力体制ができているため。

○ 生活保護、障害、高齢、介護、子ども、健康保健の担当課が同じフロアで連携できており、必要があれば情報を共有しながら対応しているため。
○ 生活困窮者自立支援会議や地域包括ケア会議、要保護児童対策地域協議会、民生児童委員協議会、社会福祉協議会が主体となった会議体など、
既存の枠組みの中で対応できているため。
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市町村における包括的な支援体制整備の検討状況（重層事業未実施市町村）



○ 包括的な支援体制の整備にあたっての国・都道府県からの支援は、重層的支援体制整備事業実施・未実施に関わらず、多く
の市町村が「必要あり」と考えている。

○ 国・都道府県に期待する支援の内容としては、体制整備にあたってのノウハウや社会資源の開拓・調整等を求める声が多い
ほか、交付金関係の実務面についても支援を求める意見が多い。

8.7%

62.6%

23.9%

29.1%

25.7%

47.0%

39.6%

77.8%

76.5%

8.8%

70.0%

54.7%

38.2%

47.6%

69.4%

51.8%

84.7%

80.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

その他（自由記載）

重層事業の実務面（交付金関係）での手続き等の説明

事業評価指標の検討に関する支援

市町村域をまたいだ広域調整に関する支援

広域的なプラットフォーム形成に関する支援（自治体間の交流・情報交換のための場…

社会資源の開拓や調整等に関する支援（事業者への働きかけや調整等）

国の自治体向けコンサルティングによるノウハウや好事例の提供

職員への研修によるノウハウや好事例の提供

手引き等による文書でのノウハウや好事例の提供

包括的な支援体制の整備にあたっての国・都道府県からの支援の必要性

81.3%

95.5%

18.7%

4.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

重層事業未実施市町村

重層事業実施市町村

包括的な支援体制の整備にあたって、国・都道府県に期待する支援

令和５年度「重層的支援体制整備事業に関する自治体アンケート調査」（厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室）（抜粋）

実施市町村：n＝178、未実施市町村：n＝283（単数回答）

実施市町村：n＝170、未実施市町村：n＝230（複数回答）

広域的なプラットフォーム形成に関する支援（自治体間の交流・情報交換のための場の提供）

必要あり 必要なし

実施市町村 未実施市町村

（「その他」の例）

○ 関係機関への事業周知や説明
○ 重層的支援体制整備事業に関わる可能性のある各分野
（福祉部局以外も含む）に対する各省庁からの更なる周知 9

包括的な支援体制の整備に係る市町村の要望



３  実施主体等

○ 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく地域づくり事業を一体的に行うことによ
り、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援、地域生活課題の発生防止又は解決
にかかる体制の整備等を行う。

２  事業の概要（以下の全ての取組を実施）

１  事業の目的

重層的支援体制整備事業

令和７年度当初予算案  【包括的相談支援事業】 496億円（374億円）  
  【地域づくり事業】 167億円（116億円）    
  【多機関協働事業等】    55億円（ 53億円） 

○ 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するためには、市町村が、創意工夫をもって、属性を問わない包括的な支援体制を構築するこ

とが必要。

○ 社会福祉法に基づき、令和３年度から重層的支援体制整備事業を実施し、相談・地域づくり関連事業等に係る交付金を一括化。実施市町村の増

加や、令和６年４月に成立した「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」（令和６年法律第21号）に基づく住まい支援の強化を見込みつ

つ、各市町村で包括的な支援体制の構築を進める。

○ 介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業を一体的に行うことにより、
対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止める。

包括的相談支援事業

介護 地域包括支援センターの運営 子ども 利用者支援事業

障害 障害者相談支援事業 困窮 自立相談支援事業

地域づくり事業

介護 一般介護予防事業及び生活支援体制整備事業 子ども 地域子育て支援拠点事業

障害 地域活動支援センター事業 困窮 生活困窮者支援等のための地域づくり事業

○ 単独の相談支援機関では対応が難しい者へのアセスメントや支援プラン作成、重層的支援会議の
開催による関係機関の役割分担・支援の方向性の共有等を行う。（多機関協働事業）

○ 制度の狭間にいる者、支援が届いていない者、関係機関等からの情報をもとに把握した者等への
継続的な訪問支援等を行う。（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）

○ 社会とのつながりが希薄化している者に対し、本人のニーズを踏まえた社会資源とのマッチング
や支援メニューの開拓等を行う。（参加支援事業）

多機関協働事業等

市町村

・多機関協働事業等について、
 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4

・包括的相談支援事業及び地域づく
り事業については、各法に基づく
補助率・負担額を維持

実施主体

負担割合

実施市町村数

社会・援護局地域福祉課
地域共生社会推進室

（内線2289）

・令和３年度：  42
・令和４年度：134
・令和５年度：189
・令和６年度：346
・令和７年度：473（予定）

※（）内は前年度当初予算額
※ 令和６年度補正予算額：２億円

10



11

重層的支援体制整備事業／重層的支援体制整備事業への移行準備事業の実施状況等

○ 令和７年度重層的支援体制整備事業実施予定市町村は473市町村であり、制度が開始された令和３年度の実施市町村数（42
市町村）と比較して、約10倍になった。これに伴い、重層的支援体制整備事業のうち、多機関協働事業等の予算額も約７倍
（令和７年度概算要求額：6,600,526千円、令和３年度予算額973,260千円）となっている。

○ また、令和７年度重層的支援体制整備事業への移行準備事業（※１）の実施予定市町村数は189市町村であり、今後同事業の
実施を経て、重層的支援体制整備事業を開始するものと想定される。

（※）重層的支援体制整備事業／重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施市町村数：厚生労働省社会・援護局地域福祉課地域共生社会推進室調べ

（※１） 同事業は、重層的支援体制整備事業に移行するための試行的な事業という性格を有しており、重層的支援体制整備事業事業の施行から一定期間が経過し、重層的支援体制整備事業の実施事例
 が数多く報告されてきていることから、令和７年度末をもって終了予定。

（※２）重層的支援体制整備事業のうち、同事業固有の事業である多機関協働事業等の予算額に限る。 （※３）令和７年度は見込値
（※４）6,600,526千円（概算要求額） （※５）921,375千円（概算要求額）

重層的支援体制整備事業実施市町村数の推移
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346 
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３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

予算額
（※２）

973,260 2,699,933 2,748,774 5,280,619 （※４）

５年で
約10倍増加

単位：市町村数／千円

重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施市町村数の推移
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３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

予算額
（※３）

3,668,895 2,760,000 2,760,000 1,010,450 （※５）

実施市町村数は
概ね変わらず

単位：市町村数／千円

（※３） （※３）



重層的支援体制構築推進人材養成研修・広報啓発事業

○ 包括的な支援体制の整備を進めるため、「重層的支援体制構築推進人材養成研修・広報啓発事業」により、市町村(管理
職・担当者／委託先・補助先等関係団体)・都道府県に対する研修を実施。

① 重層的支援体制整備事業未実施市町村向け研修

【前提となる問題意識】
・ 地域共生社会の理念や、包括的な支援体制の整備が求められている背景がわからない。
・ 包括的な支援体制の整備にあたり、具体的に何をすべきかがわからない。

【目標】
・ 担当者・管理職ともに、地域共生社会の理念と社会福祉分野からのアプローチである包括的な支援体制の整備の意義を理解する。
・ 包括的な支援体制を整備するための手段として、重層的支援体制整備事業が設けられていることや、同事業を実施した場合のメリット
を理解する。

② 重層的支援体制整備事業実施市町村向け研修

仲間づくり編

【前提となる問題意識】
・ 事業を開始したが、関係者との認識合わせや連携に苦労している。
・ とりあえず総合相談窓口を設置したが、関係課から困難ケースを押しつけられるだけになり、問題が解決できないままに
なっている。

【目標】
・ 包括的な支援体制整備の必要性について「腹落ち」している。
・ わがまちで起きている問題や活かせそうな取組等を、重層の理念とともに自分の言葉で語ることができる。
・ 研修修了後に、庁内外の関係者と協力して取り組みたい施策や構築していきたい仕組みのアイディアを生み出す。

地域づくり編

【前提となる問題意識】 ・ 地域づくりをどのように進めればいいかわからない。

【目標】
・ 地域づくりの意義やビジョンを持ちはじめる。
・ 地域づくりの意義やビジョンを実現するために必要な行動として、住民の願いや課題を知ることから始める必要があると理
解し、住民活動や促進するための取組の検討が開始される。

【前提となる問題意識】 ・ どのような後方支援を行えばよいのかわからず、都道府県しての支援体制が整備されていない。

【目標】
・ 包括的な支援体制整備における都道府県の役割をイメージできる。
・ 市町村の実情や課題を把握し、それを踏まえた具体的な直接支援策・後方支援策を検討し始める。
・ 参加者同士で悩みを共有できる関係性をつくる。

⇒ 地域共生社会や包括的な支援体制の整備に係る基本的知識（背景・理念等）を提示。

12

⇒ 包括的な支援体制を構成する要素をイメージし、２本立てで研修を実施。

市町村向け研修

都道府県向け研修



市町村における包括的な支援体制の整備に関する都道府県キャラバンの実施

○ 地域共生社会の理念、包括的な支援体制の整備の必要性や重層的支援体制整備事業の活用方法等に係る理解を深める観点か
ら、都道府県が行う研修等において、厚生労働省職員が直接説明・意見交換等を行う「都道府県キャラバン」を実施。

○ 令和３年度の開始以降、毎年度半数程度の都道府県から派遣希望があり、令和５年度は22府県への派遣を行った。

○ 単に包括的な支援体制の整備に係る基礎的な情報を提供するのではなく、研修参加者が、研修修了後、各市町村において、地域生活課題の解決の
ために包括的な支援体制の整備が重要であることを理解した上で、関係者とともに連携・協働できるような働きかけを行うことができるよう、都道府県の担当者
と厚生労働省職員が協議を行い、カリキュラムを決定。

（※）都道府県からの派遣希望受付の際、以下のカリキュラム例も提示し、上記の観点での都道府県での事前検討も促している。

都道府県キャラバンによる研修カリキュラム

研修目的 なぜ「庁内連携」を行うのか、日頃の「問題意識」に照らし、実感をもって理解する

カリキュラム

○ 行政説明
⇒ 地域共生社会－包括的な支援体制の整備－重層的支援体制整備事業の関係性の確認
⇒ 市町村において、包括的な支援体制を整備するために求められること
⇒ なぜ「庁内連携」を行うのか（庁内連携自体は目的ではない。連携はあくまでも目的を達成するための１つの手段。）

○ 管内市町村の事例発表
⇒ 庁内連携のきっかけ：関係部署間でどのような「問題意識」があったのか
⇒ どのように庁内連携を進めたのか
⇒ 庁内連携により、どのように「問題意識」が解消されたのか。
※ 単に「取組の内容」を伝えるのではなく、「なぜその取組に至ったのか」「取組を進める上で重視したことは何か」といったプロセスを説明。

○ グループワーク
⇒ 架空の事例・目的等を通じて、庁内連携の意義を理解し、各市町村での具体的な連携方法を参加者同士の対話の中で検討。
※ 庁内連携に留まらず、地域住民や地域活動団体、民間企業等に、福祉の枠組みを越えて働きかけを行うことも検討できるようにする。13

秋田県 山形県 茨城県 栃木県 埼玉県 神奈川県 福井県 山梨県

静岡県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県 山口県 徳島県

香川県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 沖縄県

令和５年度派遣先



重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業

14

「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」
（平成27年７月27日厚生労働省社会・援護局長通知）
及び令和６年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
事前協議書より作成

○ 社会福祉法第６条第２項及び第３項の規定を踏まえ、都道府県が市町村への必要な後方支援を行うことができるよう、令和
３年度より「重層的支援体制構築に向けた都道府県後方支援事業」を実施。

○ 同事業実施要綱に定める事業内容、令和６年度予算額・補助率、実施状況は以下のとおり。

事業内容

次の（１）から（７）に掲げる取組のうち、地域の実情に応じて必要な取組を実施するものとする。

令和６年度
予算額・補助率

予算額：154,783千円、補助率：３／４

令和６年度
実施状況

○ 実施予定都道府県数：45

○ 事業実施の例：奈良県（※ 第２回「地域共生社会の在り方検討会議」でのヒアリング対象）

⇒ 委託先の奈良県社会福祉協議会に担当職員を配置した上で、以下の取組を実施。

・ 市町村における庁内検討会議での助言
・ 重層事業等を実施する市町村に対する、事業構想や展開に係る支援
・ 複雑化・複合化した課題等、困難な事案への広域での支援体制の構築支援
・ 市町村間での意見交換会・勉強会、実務担当者レベル対象の研修の開催
・ 他市町村の包括的な支援体制の整備に係る事例収集、情報提供

(1) 管内市町村の庁内庁外連携促進のための支援や都道府県庁内庁外連携会議の開催

(2) 市町村間の情報共有の場づくり・ネットワーク構築

(3)
市町村圏域を超える広域支援体制の構築、都道府県内における法律等の専門家派遣、市町村の重層的支援体制構築のためのア
ドバイザー派遣等の市町村への技術的助言及び支援

(4)
市町村の重層事業への移行促進に向けた取組を支援するための人材養成研修（市町村職員や専門職等の実践者を対象としたも
の）の実施や、地域共生社会の実現に向けた気運醸成のためのセミナー、シンポジウム、住民説明会等の開催

(5)
重層的支援体制構築のための検討に必要な実態調査やヒアリング等の実施（介護、障害、子ども・子育て、生活困窮分野の相談支
援機関間の連携実態、地域づくり支援に資する社会資源の実態等、重層事業の実施に向けて活用する調査に限る。ただし、地域福
祉（支援）計画や重層的支援体制整備事業実施計画の策定にかかる経費は補助対象外とする。）

(6) 重層事業推進のための周知・広報

(7) その他市町村が包括的な支援体制を構築する上で必要な取組



ひきこもり支援に特化した事業（令和6年度：303市区町村）

ひきこもり支援施策の全体像

市町村域
重層的支援体制整備事業

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに
対応する包括的な支援体制を構築

属性を問わない相談支援、参加支援
地域づくりに向けた支援 等

相談支援、居場所づくり、地域のネットワーク
づくり、家族会・当事者会の開催、住民への普
及啓発に加えて、市町村等への後方支援と支援
者研修等を総合的に実施する

都道府県（指定都市）域（67都道府県市）

国②支援の質の向上
③支援者のケア

①社会全体の
気運醸成

等

多職種専門
チームの設置

市町村等への
後方支援

より身近な市町村域における相談窓口の設置と支援内容の充実を図り、これを都道府県がバックアップする体制を構築

後方支援

立ち上げ支援

多様な取組や
関係機関の連携を
活かして
一人ひとりの状況に
応じたオーダーメード
の支援

取組の幅

②居場所
づくり

④当事者会
家族会の
開催

⑤住民への
普及啓発

①相談支援

支援イメージ ～「多様な支援の選択肢」×「多様な主体による官民連携ネットワーク」～

NPO
法人

連携機関の幅

生活困窮者自立支援制度
（福祉事務所設置自治体）

自立相談支援事業
アウトリーチや関係機関への同行訪問
関係機関へのつなぎ 等

就労準備支援事業
就労準備支援プログラムの作成
ひきこもりの方がいる世帯への訪問支援等

関係機関の
職員養成研修

③地域の
ネットワーク

づくり

市町村プラットフォーム

サポ
ステ

精神保健
福祉
センター・
保健所

その他
関係機関

ひきこもり地域支援
センターの
サテライトの設置

都道府県から市町村への
財政支援と
支援ノウハウの継承
※原則２年後に
市町村事業に移行

・民生委員
・企業、商工会
・農林水産業
・ハローワーク
・医療機関
・教育機関 など

ひきこもり地域支援センター

Ⅰ ひきこもり地域支援センター（令和6年度：38市区町）
①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり、④当事者会・家族会の開催、⑤住民への普及啓発等
を総合的に実施

Ⅱ ひきこもり支援ステーション（令和6年度：110市区町村）
ひきこもり支援の核となる①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり等を一体的に実施

Ⅲ ひきこもりサポート事業（令和6年度：155市区町村）
ひきこもり支援の導入として、任意の事業を選択して実施

段
階
的
な
充
実

○市町村への準備支援（拡充）

①ひきこもりに関する地域社会に向けた広報事業
ひきこもり支援シンポジウム、全国キャラバンの開催
ひきこもり支援情報をまとめたポータルサイト運用 等

②人材養成研修事業
ひきこもり地域支援センター職員等を対象とした初任者向け・中堅者向け研修の実施

③ひきこもり支援コミュニティ（支援者支援）の構築
支援者が抱える悩みの共有や相談できる場などの提供等を通じ、支援者をフォロー
アップ

新たに支援開始を検討している市町
村の準備費用（実態把握経費、居場
所等の拠点の修繕費、備品購入費な
ど）へ手厚く補助（※次年度、セン
ター等の実施が条件）
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家族会
当事者会

市町村

全ての自治体に対して、ひき
こもり相談窓口を明確化や市
町村プラットフォームの設置
を依頼している

(明確化自治体数)
1,487／1,741自治体
  （85.4%）

(市町村プラットフォームの
設置自治体数）
1,319／1,741自治体
  （75.8%）

※令和５年度末時点速報値

社協

https://3.bp.blogspot.com/-EY5xJI9HiWQ/W-0gvN12vSI/AAAAAAABQMc/NjfBJlcgZ5EcVQi4_xwfmTSoODH4OrzigCLcBGAs/s800/kaigi_school_blazer.png


49,017 54,823 54,508

83,731 84,482

7,134 8,456 9,384

20,346 19,390

428 659

7,890 11,800

46,562
41,611 42,729

66,129
73,109

13,379 13,048 13,406

24,955

36,451

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

R1 R2 R3 R4 R5

相談件数 推移

電話 メール SNS 来所 その他（訪問等）

120,686

203,088

118,366116,092

225,052

（件数）

ひきこもり地域支援センター
ひきこもり支援ステーション等相談実績及び推移
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(件数) (人数)令和５年度相談実人数令和５年度相談件数

令和６年３月末日(令和５年度末)時点

※SNSによる相談件数は令和２年度から集計、H30~R3は都道府県・指定都市のみの集計

合計
１自治体
平均件数 電話 メール SNS 来所

その他
（訪問等）

ひきこもり地域支援センター
（６７都道府県・指定都市）

130,671 (1,927件) 54,507 9,988 3,368 45,991 16,817

ひきこもり地域支援センター
（３２市区町村）

47,892 (1,497件) 16,309 5,785 6,060 11,411 8,327

ひきこもり支援ステーション
（９２市区町村）

46,489 (505件) 13,666 3,617 2,372 15,707 11,307

計 225,052 (1,178件) 84,482 19,390 11,800 73,109 36,451

合計
１自治体
平均人数 ～10代 20代 30代 40代 50代～ 年齢不明

ひきこもり地域支援センター
（６７都道府県・指定都市）

27,257 (407人) 3,980 7,152 6,298 4,652 3,474 1,701

ひきこもり地域支援センター
（３２市区町村）

3,946 (123人) 859 831 628 510 812 306

ひきこもり支援ステーション
（９２市区町村）

7,334 (80人) 1,020 1,690 1,511 1,294 1,211 608

計 38,537 (202人) 5,859 9,673 8,437 6,456 5,497 2,615

3,675 3,394 3,883 
5,473 5,859 

7,591 6,930 6,603 

8,689 
9,673 

6,790
6,410 5,489

7,071

8,4374,047
3,669 4,225

5,994

6,456

2,004

2,194 2,291

4,703

5,497

2,112

1,823 1,831

2,787

2,615

0人

5,000人

10,000人

15,000人

20,000人

25,000人

30,000人

35,000人

40,000人

R1 R2 R3 R4 R5

（人数） 相談実人数 推移

～10代 20代 30代 40代 50代～ 年齢不明

24,420

26,219

38,537

34,717

24,323

※H30~R3は都道府県・指定都市のみの集計

※令和４年度からひきこもり地域支援センター等の設置を市区町村へ拡大している ※１人が複数箇所へ相談していることによる重複を含む



ひきこもり地域支援センター、ひきこもり支援ステーション等
  関係機関へのつなぎ件数及び割合
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(件)

令和６年３月末日(令和５年度末)時点

※１ 根拠法（障害者総合支援法、障害者雇用促進法）に分けてそれぞれ整理
・ 障害者総合支援法：就労継続支援B型、グループホーム、地域活動支援センター等 ・ 障害者雇用促進法：障害者職業センター、障害者就労・生活支援センター等

※２ その他機関の例… 警察署、訪問看護ステーション、法テラス、弁護士、フリースペース、民間カウンセリング機関、国際交流センター等

関係機関 福祉事務所
福祉事務所
以外の市区
町村窓口

社会福祉協
議会

自立相談支
援事業実施

機関

地域包括支
援センター

児童相談所
児童家庭支
援センター

保健所・保
健センター

精神保健福
祉センター

発達障害者
支援セン

ター
医療機関

子ども・若
者総合相談
センター

地域若者サ
ポートス

テーション

ハローワー
ク

企業
学校・教育
委員会等

民間支援団体
（当事者団体・
ＮＰＯ法人等）

障害者総合
支援関連施

設

障害者雇用
促進関連施

設
他のひきこ
もり地域支
援センター

その他

総計

※１ ※１ ※２

都道府県・指定都市 220 738 207 586 156 25 7 646 355 89 428 65 560 148 29 140 594 530 47 166 969
6,705

率 3.3% 11.0% 3.1% 8.7% 2.3% 0.4% 0.1% 9.6% 5.3% 1.3% 6.4% 1.0% 8.4% 2.2% 0.4% 2.1% 8.9% 7.9% 0.7% 2.5% 14.5%

市区町村 433 188 349 434 116 10 4 322 18 10 232 359 139 124 58 126 84 463 20 23 391
3,903

率 11.1% 4.8% 8.9% 11.1% 3.0% 0.3% 0.1% 8.3% 0.5% 0.3% 5.9% 9.2% 3.6% 3.2% 1.5% 3.2% 2.2% 11.9% 0.5% 0.6% 10.0%

＜都道府県・指定都市＞（ひきこもり地域支援センター） ＜市区町村＞（ひきこもり地域支援センター・ひきこもり支援ステーション）

福祉事務所

3.3%

福祉事務所以外の

市区町村窓口

11.0%

社会福祉協議会

3.1%

自立相談支援

事業実施機関

8.7%

地域包括支援

センター

2.3%

児童相談所

0.4%

児童家庭支援センター

0.1%

保健所・保健センター

9.6%

精神保健福祉センター

5.3%

発達障害者支援

センター

1.3%

医療機関

6.4%

子ども・若者総合相談

センター

1.0%

地域若者サポート

ステーション

8.4%

ハローワーク

2.2%

企業

0.4%

学校・教育委員会等

2.1%

民間支援団体

（当事者団体・

ＮＰＯ法人等）

8.9%

障害者総合支援

関連施設 ※１

7.9%

障害者雇用促進

関連施設 ※１

0.7%

他のひきこもり地域支

援センター

2.5%

その他 ※２

14.5%

福祉事務所

11.1%

福祉事務所以外の市区

町村窓口

4.8%

社会福祉協議会

8.9%

自立相談支援

事業実施機関

11.1%

地域包括支援

センター

3.0%

児童相談所

0.3%

児童家庭支援

センター

0.1%

保健所・保健センター

8.3%

精神保健福祉センター

0.5%

発達障害者支援センター

0.3%

医療機関

5.9%子ども・若者総合

相談センター

9.2%

地域若者サポート

ステーション

3.6%

ハローワーク

3.2%

企業

1.5%

学校・教育

委員会等

3.2%

民間支援団体

（当事者団体・

ＮＰＯ法人等）

2.2%

障害者総合支援

関連施設 ※１

11.9%

障害者雇用促進

関連施設 ※１

0.5%

他のひきこもり地域

支援センター

0.6%

その他 ※２

10.0%



令和５年度自治体におけるひきこもり支援に関する実施状況（全体総括表）
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令和６年３月末日(令和５年度末)時点

項目 説明 令和５年度 実施自治体数 ※参考 令和４年度

居場所づくり
行政による居場所または民間団体による居場所のいずれ
か一方を設定している自治体数

設置あり 715自治体
か所数 2,184か所

その他オンライン居場所設置 49自治体

設置あり 708自治体
か所数 2,045か所

その他オンライン居場所設置 37自治体

連絡協議会、
ネットワークづくり

令和５年度 連絡協議会等を開催した自治体数 開催あり 662自治体 開催あり 583自治体

当事者会・家族会
の開催等

当事者や家族が集まって経験や悩みを共有し、不安な気
持ちを解消できる場の設置等を行う自治体数

行政主導で設置している自治体数
当事者会設置 76自治体
家族会設置   167自治体

その他、地域で活動する当事者・家族会と
連携する自治体数 274自治体

行政主導で設置している自治体数
当事者会設置 54自治体
家族会設置   130自治体

その他、地域で活動する当事者・家族会と
連携する自治体数 358自治体

住民向け
講演会・研修会の開催等

地域においてひきこもりに関する理解を深めるための講
演会や研修会等を開催する自治体。また、ひきこもりに
関する支援情報などの周知広報を実施する自治体数

講演会・研修会開催 379自治体
支援情報の周知広報 1,139自治体

講演会・研修会開催 315自治体
支援情報の周知広報 957自治体

ひきこもりサポーターの
派遣・養成

ひきこもり支援に関する基本的な知識の習得によるサ
ポーター養成、活動派遣実施自治体数

サポーター養成自治体数 61自治体
養成者数 2,066人

サポーター活動実績がある自治体 72自治体
活動回数 7,296回

サポーター養成自治体数 65自治体
養成者数 1,782人

サポーター活動実績がある自治体 63自治体
活動回数 7,000回

民間団体に対する補助等の
取組

地域の社会資源を活用したひきこもり支援の取組推進に
向け、補助を行うための補助要綱等を作成している自治
体数

補助要綱等を作成済み 66自治体
補助を実施 64自治体

補助要綱等を作成済み 47自治体

多職種専門チームの設置
多様かつ専門的な観点から支援を実施できる体制整備に
向けて、医療、法律、心理等の多職種から構成される
チーム設置を進めている自治体数

設置済み 43自治体
活動回数 2,488回

設置済み 33自治体
活動回数 1,443回

関係機関の職員養成研修
ひきこもり支援を担当する職員等を対象として、ひきこ
もり支援に必要な知識等を習得するための研修会等を実
施した自治体数

実施済み 76自治体
受講者数 18,998人

実施済み 78自治体
受講者数 15,974人

ひきこもり支援者へのケアの
取組

ひきこもり支援に従事する支援者に対するケアの取組を
実施した自治体数

実施している 127自治体 新規項目

項目 説明 令和５年度 実施自治体数 ※参考 令和４年度

ひきこもり相談窓口
の明確化と周知

ひきこもり状態にある方やその家族が相談できる窓口を
明確化し、住民への周知に取り組んでいる自治体

窓口明確化済み 1,487自治体/1,741自治体
（85.4％）

うち、周知済み 1,320自治体

窓口明確化済み 1,430自治体/1,741自治体
（82.1％）

うち、周知済み 1,237自治体

ひきこもり状態にある方の実
態等の把握

何らかの方法により、ひきこもり状態にある方の実態把
握、調査等を実施している自治体。（過去10年間）

実態把握済み 1,005自治体/1,788自治体
（56.2%）

実態把握済み 980自治体/1,788自治体
（54.8%）

市町村プラットフォーム設置
状況

令和５年度末時点において、市町村プラットフォームを
設置していると回答した自治体

設置済み 1,319自治体/1,741自治体
（75.8%）

設置済み 1,205自治体/1,741自治体
（69.2%）

＜第1弾調査＞（窓口明確化、実態把握、市町村P F）

＜第２弾調査＞（ひきこもり支援実施状況調べ集計）



第二期成年後見制度利用促進基本計画
～ 尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進 ～

Ⅱ 成年後見制度の利用促進に向けて総合的かつ計画的に講ずべき施策

Ⅰ 成年後見制度の利用促進に当たっての基本的な考え方

○ 成年後見制度利用促進法に基づき、令和４年3月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（計画期間は令和４～８年度の5年間）を閣議決定

◆ 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進
・ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とした支援・活動における共通基盤となる考

え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネットワークにおける権利擁護支援策の
一層の充実などの成年後見制度利用促進の取組をさらに進めていく。

◆ 尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするための成年後見制度の運用改善等
・ 以下を基本として成年後見制度の運用改善等に取り組む。
① 本人の自己決定権を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用とすること
② 成年後見制度以外の権利擁護支援による対応の可能性についても考慮された上で、適切に成年後

見制度が利用されるよう、連携体制を整備すること
③ 成年後見制度以外の権利擁護支援策を総合的に充実すること
④ 任意後見制度や補助・保佐類型が利用されるための取組を進めること
⑤ 不正防止等の方策を推進すること

◆ 司法による権利擁護支援などを身近なものにするしくみづくり
・ 地域連携ネットワークを通じた福祉と司法の連携強化により、必要な人が必要な時に司法による

権利擁護支援などを適切に受けられるようにしていく。

４ 優先して取り組む事項
（１）任意後見制度の利用促進
（２）担い手の確保・育成等の推進
（３）市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用支援事業の推進
（４）地方公共団体による行政計画等の策定
（５）都道府県の機能強化による地域連携ネットワークづくりの推進

３ 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
（１）権利擁護支援の地域連携ネットワークの基本的な考え方
       －尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加－

（２）地域連携ネットワークの機能
－個別支援と制度の運用・監督－

（３）地域連携ネットワークの機能を強化するための取組
       －中核機関のコーディネート機能の強化等を通じた連携・協力による地域づくり－

（４）包括的・多層的な支援体制の構築

１ 成年後見制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実
（１）成年後見制度等の見直しに向けた検討

・ スポット利用の可否／三類型の在り方／成年後見人の柔軟な交代／成年後見
  人の報酬の在り方／任意後見制度の在り方

（２）総合的な権利擁護支援策の充実

・ 日常生活自立支援事業等との連携・体制強化／新たな連携による生活支援・
意思決定支援の検討／都道府県単位での新たな取組の検討

２ 尊厳のある本人らしい生活を継続するための成年後見制度の運用改善等
（１）本人の特性に応じた意思決定支援とその浸透
（２）適切な後見人等の選任・交代の推進等
（３）不正防止の徹底と利用しやすさの調和等
（４）各種手続における後見業務の円滑化等
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「中核機関(※)」の整備状況
(※) 権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関・体制

調査対象：全1,741市町村及び全47都道府県 調査時点：令和６年４月1日

中核機関の整備状況

 ＜整備済（R6.4時点）：1,187市町村（68.2%）⇒ 整備済＋R9年度までに整備予定あり:1,366市町村（78.5%）＞ 【令和6年度末KPI：1,741市町村】

●中核機関の整備状況、整備（予定）時期＜全体＞ ●中核機関等の整備状況、整備（予定）時期＜自治体規模別＞

【成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果】
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●市町村計画の策定状況、策定（予定）時期＜全体＞

市町村計画(※)の策定状況
(※)成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、各市町村が策定（努力義務）する成年後見制度の利用促進に関する施策についての基本的な計画

 ＜策定済（R6.4時点）：1,358市町村（78.0%）⇒ 策定済＋R8年度までに策定予定:1,450市町村（83.3%）＞【令和6年度末KPI：1,741市町村】

●市町村計画の策定状況、策定（予定）時期＜自治体規模別＞
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○ 成年後見制度は、「措置から契約へ」という社会福祉基礎構造改革の流れの中で、民法の改正等により平成１２年に誕生した制度。

○ 認知症や知的障害・精神障害により、判断能力が不十分な方について、ご本人の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、ご本
人の財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割などの相続手続など）や身上保護（介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・
入院の契約締結履行状況の確認など）などの法律行為を支える制度。

○「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。「法定後見制度」は、判断能力が低下した際、裁判所により後見人等を選任する仕組み。「任意
後見制度」は、判断能力があるうちに、本人が任意後見人をあらかじめ選任しておく仕組み。

成年後見制度とは？

①申立て

③
成
年
後
見
人

等
の
選
任

④財産管理・身上保護の事務

（※必要に応じ、代理権・取消権を活用）

⑤
監
督

※親族は約18％。親族
以外では弁護士・司法
書士・社会福祉士など
の専門職が選任される
ことが多い。市民後見
人や法人が選任される
こともある。

※申立人は本人が22.2％、
親族が50.7％、親族以外
が27.1％（うち市区町村
長が23.6％で最も多い）

家庭裁判所

成年後見人
（保佐人、補助人）

申立人（親族等）

成年被後見人
（被保佐人、被補助人）

②後見等
開始の審判

◆ 利用の流れ（イメージ図）

※主な開始原因は、認知
症が約62.6％、知的障
害が9.9％、統合失調症
が8.8％

年に1回、
家庭裁判所に業務
報告をして、家庭
裁判所の決定した
報酬が本人の財産
から支払われる
（平均は年額 33.4
万円）

※基本理念
自己決定権の尊重
残存能力の活用
ノーマライゼーション

※本庁     50
支部   203
出張所    77 22



成年後見制度の利用者数の推移（平成３０年～令和５年）

○ 成年後見制度の各事件類型における利用者数はいずれも増加傾向にある。
○ 令和５年１２月末日時点の利用者数については、成年後見の割合が約７１．７％、保佐の割合が約２０．９％、
補助の割合が約６．４％、任意後見の割合が約１．１％となっている。

成年後見制度の利用状況等

平成30年12月末日 令和元年12月末日 令和2年12月末日 令和3年12月末日 令和4年12月末日 令和5年12月末日

成年後見 169,583 171,858 174,680 177,244 178,316 178,759

保佐 35,884 38,949 42,569 46,200 49,134 52,089

補助 10,064 10,983 12,383 13,826 14,898 15,863

任意後見 2,611 2,652 2,655 2,663 2,739 2,773

計 218,142 224,442 232,287 239,933 245,087 249,484

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

218,142

239,933
232,287

249,484

224,442

245,087
（単位：人）

資料：最高裁判所「成年後見関係事件の概況－令和５年１月～１２月－」より作成
23



（参考）「権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能」を強化するための取組イメージ

権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての
人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分
野・主体が連携するしくみ」。
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民間団体・ＮＰＯ等

金融関係団体

本人
（認知症高齢者）

後見人等

中核機関
（市町村直営又は委託）

弁護士会・司法書士
会・社会福祉士会等※

社会福祉
協議会

地域包括支援センター、
基幹相談支援センター等

民生委員・自治会等
地域関係団体

医療・福祉関係団体等

本人
（障害者）

後見人等

医療機関
ケアマネ
ジャー

権利擁護支援チーム

協議会

障害福祉サー
ビス事業者

相談支援
専門員

家族・親族
民生委員

ボランティア

介護サービス
事業者

医療機関

身上保護、
財産管理等

身上保護、
財産管理等

権利擁護支援チーム

共通理解の促進

多様な主体の参画・活躍

機能強化のためのしくみづくり

民生委員
ボランティア

家族・親族

支援機能

家庭裁判所

制度運用・監督機能

※ 地域の実情に応じて、
行政書士会、法テラス、
税理士会、精神保健福祉
士協会等の専門職団体、
消費生活センター、公証
役場等との連携も想定

設置済み 787自治体（45.2％）

市町村

県庁

都道府県

直営又は委託

連携・支援



意思決定支援とは？（出典：「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」から一部引用）
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○ 「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」（令和2年10月30日意思決定支援ワーキング・グループ）では、「意思決定支援

とは、特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、

後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動をいう」と

されている。



権利擁護支援の地域連携ネットワークとは？

〇 権利擁護支援チームとは、権利擁護支援が必要な人を中心に、本人の状況に応じ、本人に身近

な親族等や地域、保健・福祉・医療の関係者などが、協力して日常的に本人を見守り、本人の

意思及び選好や価値観を継続的に把握し、必要な権利擁護支援の対応を行うしくみである。

〇 既存の福祉・医療等のサービス調整や支援を行う体制に、必要に応じ、法律・福祉の専門職や
後見人等、意思決定に寄り添う人などが加わり、適切に本人の権利擁護が図られるようにする。

〇 協議会とは、各地域において、専門職団体や当事者等団体などを含む関係機関・団体が、連携

体制を強化し、これらの機関・団体による自発的な協力を進めるしくみである。

〇 各地域では、成年後見制度を利用する事案に限定することなく、権利擁護支援チームに対し、
法律・福祉の専門職や関係機関が必要な支援を行うことができるように協議の場を設ける。

〇 なお、協議会は、地域の実情や議題等に応じ、個々の市町村単位、圏域などの複数市町村単位、
都道府県単位など階層的に設置する。

〇 中核機関とは、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関や体制であり、以下

のような役割を担う。

・ 本人や関係者等からの権利擁護支援や成年後見制度に関する相談を受け 、必要に応じて専門的助言等

を確保しつつ、権利擁護支援の内容の検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行う役割

・ 専門職団体・関係機関の協力・連携強化を図るために関係者のコーディネートを行う役割（協議会の

運営等）

〇 中核機関の運営は、地域の実情に応じ、市町村による直営又は市町村からの委託などにより行う。

市町村が委託する場合等の運営主体については、業務の中立性・公正性の確保に留意しつつ、専

門的業務に継続的に対応する能力を有する法人（例えば、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、公益法

人等）を適切に選定するものとする。

○ 地域連携ネットワークとは、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全ての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会
に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ。

〇 「権利擁護支援チーム」、「協議会」、「中核となる機関（中核機関）」の３つのしくみからなる

- 権利擁護支援チーム -

- 協議会 -

- 中核となる機関 -

協議会

権利擁護支援チーム

中核機関
（市町村直営又は委託）

中核機関が、権利
擁護支援の相談を
受けて、適切な支
援をコーディネー
トするために具体
的な支援を検討・
協議する場

本人や関係者等か
ら、権利擁護支援
等の相談を受け、
権利擁護支援の内
容の検討や支援を
コーディネート

必要な権利擁護支
援の対応を実施。
支援方法等に迷っ
たら中核機関に相
談

①
支
援
方
針
等
の
相
談

②
協
議
会
の
開
催

④
対
応
方
針
の
決
定

③対応方針の
検討・協議

⑤
支
援
方
針
等
の
助
言
、

追
加
支
援
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
な
ど

対応困難ケースが
生じた場合の流れ
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○ 第二期基本計画に盛り込まれたＫＰＩの着実な達成に向け、中核機関の整備状況が十分でない市町村の体制整備を後押しするため、全ての都道府県
において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるなど市町村支援機能の強化を図る。

○ 市町村においては、全ての市町村において中核機関の整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持続可能な形
で運営できるよう、中核機関における調整体制や後見人の苦情対応等にかかる関係機関間連携の構築など中核機関のコーディネート機能の更なる強化
を図る。

１  事業の目的

成年後見制度利用促進体制整備推進事業の実施

〈実施主体〉 市町村（委託可）

〈基  準  額〉1,000千円/取組〈補  助  率〉1/2

管内市町村の体制整備等の取組を進めるための支援策の検討等を行う都道府県単位の「協議会」を設置するなど市町村支援機能の強化を行う都道府県に補助
を行う。（協議会の設置：令和5年4月1日現在 35都道府県）

中核機関未整備

市町村
中核機関整備済

市町村

中核機関コーディネート機能強化事業

中核機関立ち上げ支援事業

都道府県による市町村支援機能強化事業

市
町
村

都
道
府
県

【必須】 ①司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の実施
    ②市町村・中核機関等の職員向け研修の実施

【加算】 ①体制整備アドバイザーの配置・派遣
    ②相談窓口の設置と権利擁護支援総合アドバイザーの配置等

〈実施主体〉都道府県（委託可）

〈基 準 額〉1,000千円/必須取組

4,000千円/加算取組  (最大10,000千円)

〈補 助 率〉1/2

〈実施主体〉市町村（委託可）

〈基 準 額〉 600千円

〈補 助 率〉 1/2 

（中核機関の整備：令和5年4月1日現在 1,070市区町村）

中核機関の調整機能や受任者調整等のほか、
後見人等に関する苦情対応など対応困難事案
の支援円滑化を図るための関係機関間の連携
強化を行うなど既設の中核機関の機能強化を
行う市町村に補助を行う。

【加算】① 調整体制の強化
② 受任者調整の仕組み化

                 対応困難事案の支援円滑化
③ 広域連携の実施

都道府県

中核機関の立ち上げに向けた検討会の実施
等を行う市町村に補助を行う。

体制整備支援や職員研修の実施、対応困難事案等への支援

－ 事業の実施・関係性のイメージ －

市町村
支援機能強化

中核機関
整備

コーディネート
機能強化

２  事業の概要・スキーム、実施主体等

市町村の体制整備の
推進に関する取組

（令和６年度予算額：7.8億円）

https://www.google.co.jp/url?url=https://pixta.jp/illustration/1252681&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0i96aj8PQAhWKT7wKHYDODW8QwW4INjAQ&usg=AFQjCNFfvxtkPh8N1guS6SbxRueSRCVHpw


成年後見制度利用促進体制整備研修等の実施

○ 体制整備に関する基本的な考え方を全国に浸透させるため、成年後見制度や権利擁護について体系的かつ網羅的に学ぶことがで
きる市町村・中核機関等職員向け研修（基礎・応用）、都道府県等職員・専門アドバイザー向け研修等を実施（令和元年～５年度
の５か年で、延べ8,273名が受講）。

○ 都道府県の支援体制強化のため、都道府県担当職員・アドバイザー向け研修においては、都道府県にて研修実施ができるように
意思決定支援研修担当を新たにプログラムを変更して実施。

○ 親族後見人、市民後見人等も対象とした「後見人等への意思決定支援研修」については、令和２年度（都道府県は令和４年度）
から実施。令和４年度までに延べ6,761名が受講した。

※R2~R5については、オンライン実施のため、受講者数は受講決定者数を記載。

基礎研修 応用研修 都道府県担当職員・アドバイザー向け研修

対象

市町村、中核機関、権利擁護センター、市
町村社会福祉協議会等の職員

中核機関、権利擁護センター、市町村社会
福祉協議会等の職員

都道府県担当者、都道府県社会福祉協議会
等の職員、体制整備担当アドバイザー、権
利擁護支援担当アドバイザー、意思決定支
援研修担当、希望する市町村、中核機関等
の職員

手法等
（R５）

• オンデマンド配信
• ライブ配信（３日間×２回）
※R4より、ライブ配信日の受講が難しい方向けコースを設定

• オンデマンド配信
• ライブ配信（３日間）

• オンデマンド配信
• ライブ配信
（対象別演習１日×４回、総合演習１日）

内容等

○ 権利擁護支援の基本的な考え方、地域
連携ネットワークの全体像等の理解を目
的として実施。

○ 具体的には、関連制度に関する基礎的
な講義や、地域連携ネットワーク、市町
村長申立て、意思決定支援、広報、相談、
市町村における協議会運営等に関する事
例を踏まえた演習を実施。

○ 中核機関職員として求められる実践的
なスキルの習得を目的として実施。

○ 具体的には、意思決定支援、受任調整、
後見人支援等に関する事例を踏まえた応
用的な演習を実施。任意後見・補助・保
佐類型の相談対応についても、講義・演

習を実施。

○ R4～都道府県の支援体制強化のため内
容を充実。各役割を理解することを目的と
して実施。

○ 具体的には、研修企画、市町村支援、
担い手の育成方針、地域連携ネットワー
ク、都道府県協議会、権利擁護支援の相
談、ケース会議等に関する事例を踏まえ
た演習を実施。

延
べ
受
講
者
数

R元 ６５１名 ４４７名 ８１名

R２ １，０５８名 ８８１名 １０４名

R３ ３５５名 ５５６名 １１５名

R４
１，１６４名

(うち ライブ配信受講が難しい方向け ４６６名)
６５１名 ３１０名

（うち 意思決定支援指導者養成研修  ８７名）

Ｒ５
１，１３３名

(うち ライブ配信受講が難しい方向け ４６６名)
５２３名 ２４４名

合計 ４，３６１名 ３，０５８名 ８５４名

市町村の体制整備の
推進に関する取組

第二期計画を踏まえ
た更なる推進に関す
る取組

後見人等への意思決定支援研修

親族後見人、市民後見人、専門職後見人、
市区町村職員、中核機関職員、意思決定
支援に関わる関係者、等

• ライブ配信（半日）

〇 後見事務に携わる方を対象に、後見
事務における意思決定支援等の理解を
目的として実施。

〇 法的根拠やガイドラインについて、
事例を踏まえた講義・演習を実施。

厚生労働省実施 都道府県実施

ー －

２，７７７名 －

１，９０１名 －

５３９名 １，５４４名

５３４名 調査中

５，７５１名 １，５４４名
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権利擁護支援体制全国ネット（Ｋ -ねっと）の運営等

○ 市町村、中核機関等における相談体制の強化を図るため、相談窓口（愛称：Ｋ－ねっと）を全国社会福祉協議会に設置。

○ 専用ダイヤル及び専用メールアドレスを設け、専門職団体（日本弁護士連合会、成年後見センター・リーガルサポート、日本社

会福祉士会）や自治体職員などのアドバイザーや、専門相談員（成年後見制度や権利擁護支援の相談対応歴の豊富な社会福祉士）

の助言を受けながら、相談に応じている。

○ 相談実績（R5.4.1～R6.3.31）176件（うち、電話相談 85％（149件）、メール相談 15％（27件））となっている。

○ Ｋ-ねっとに寄せられる相談は、中核機関からのものが多い。相談内容は、体制整備についてが46％（80件）と最も多い。

○ 任意後見・補助・保佐等の相談体制強化・広報・啓発事業として、全国セミナーを毎年回開催している。令和５年度の 受講者数

（オンライン・YouTube）は、計 1,086名であった。

○多く寄せられる相談を「FAQ」としてまとめ、「都道府県交流会」等で周知した。

自治体・中核機関

●アドバイザー
・日本弁護士連合会
・成年後見センター・リーガルサポート
・日本社会福祉士会
・自治体職員
・中核機関職員 等

●専門相談員

Ｋ-ねっと（全社協）

厚生労働省
成年後見制度利用促進室

連携

①相談 ②助言

●研修通りに進めてもうまくいかない…
●先進事例を教えてほしい…
●○○との連携をどうしたらよい？
●対応に困っているケースの助言がほしい。 など

◆ Ｋ-ねっとの実施スキーム

●相談のあった機関 ●相談内容の内訳 （件）

●相談内容の主な例

市町村の体制整備の
推進に関する取組

中核機関関係 〇 機能拡大に向けてほかの自治体の取組を知りたい。

協議会関係 〇 協議会でどのような議題を取り扱うと有益な議論ができるか。

担い手関係 〇 市民後見人養成にあたってバックアップ体制づくりの進め方を教えて欲しい。

利用支援事業関係 〇 交付要綱の対象拡大について、ほかの自治体の基準が知りたい。

市町村長申立て関係 〇 親族調査や意向確認の範囲や、ルールについて教えてほしい。

アドバイザー関係
〇 都道府県アドバイザーの設置に向けて、他都道府県の取り組みが知りたい。
〇 専門職との連携について、ほかの自治体の取組を知りたい。

◆ Ｋ-ねっとの相談実績等（令和6年3月末時点）
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成年後見制度利用促進ポータルサイトの運営等

○ 本人・家族等の利用や、自治体・中核機関の取組が促進されるよう、令和２年度よりポータルサイトの運営を実施。

サイトには、保佐を利用している知的障害者・精神障害者、任意後見契約をしている高齢者、活躍している市民後見人のインタ

ビューを含む制度説明動画のほか、任意後見制度や成年後見制度の適切な利用を呼びかけるポスター、障害のある当事者向けの制

度説明パンフレット、成年後見制度利用促進体制整備研修や意思決定支援研修の研修資料・動画等も掲載。

○ 令和５年度は「47都道府県 中核機関の取組事例集」を作成し、全国の自治体、中核機関、職能団体等に送付。

〇 都道府県交流会（全９回。オンライン開催）を開催し、都道府県担当職員・社会福祉協議会職員・アドバイザー等参加者間の交

流を通じた成年後見制度利用促進・権利擁護支援の取組等の推進。

市町村の体制整備の
推進に関する取組

任意後見制度、法定後見制度それぞれに、利用

している当事者や支援者のインタビューを含む制度

の説明動画を掲載。

ポータルサイト閲覧実績：2,766,071回（令和5年4月～令和6年3月） ◆ サイト名：成年後見はやわかり（URL：https://guardianship.mhlw.go.jp/）

活躍している市民後見人、法人後見の担当職員

へのインタビューを含む説明動画を掲載。活動内容

や意義、活動へのサポート体制を紹介。

中核機関の取組事例集

（QRコードはこちら↓）

検索システムにより、「成年後見制度利用促進」

の「自治体事例紹介」に掲載している取組事例

について、人口規模やキーワードなどで検索可能。
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